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第67回臨時会報告� 令和７年11月14日
　第67回臨時会が開催され、上程された議案は、原案のとおり承認・可決されました。

報告
町長の専決処分事項報告
　軽易な事項は予め町長の権利で執行し、事項の施行結果（里道路側コンクリート擁壁崩落事故）を
報告。

専決補正予算
町長の専決処分事項報告（令和７年度伊方町一般会計補正予算（第４号））
　補正額 　２，４８２千円　　　補正後の額 １２，３２２，７７０千円
　名誉町民証授与式開催経費

財産の取得
災害用トイレコンテナの取得
　取得価格　３２，８４６，０００円　　　　　　取得の相手方　エムエステック株式会社
　取得概要　災害用トイレコンテナ　１棟　　　配備箇所　井野浦（オリコの里）　

発議
田村義孝議員に対する議員辞職勧告決議　　
　（要約）　　
　田村義孝議員は、令和７年１月１日午後５時58分頃、運転中、携帯電話機の操作のため脇見をし、
被害者運転の自転車に気付かず、自転車後部に自車を衝突させて、被害者を自転車もろとも路上に転
倒させ、相当期間の入院及び治療を要する胸椎破裂骨折等の傷害を負わせた。
　行政処分については、令和７年５月21日に免許取消。一方、刑事処分については、令和７年７月10
日起訴、同年９月11日初公判、同年９月30日に禁錮１年４月、執行猶予３年に処せられ、同年10月１
日に刑が確定している。
　本件事故は、自動車運転者にとって基本的な注意義務を怠ったものであり、また被害者が、相当期
間の入院及び治療を要する傷害を負った結果も重い。加えて、３年間刑の執行を猶予されているもの
の、禁錮１年４月の刑が確定した事態は、伊方町議会の信頼を著しく失墜させるものである。
　よって、伊方町議会は、失われた町民の議会への信頼を回復するため、田村義孝議員が公人として
自らの責任を真摯に受け止め、町議会議員の職を辞するよう勧告する。

12月定例会の動き� 令和７年12月10日～16日
　第83回定例会が開催され、報告１件、条例１２件、補正予算７件、契約３件、その他７件は、いず
れも原案のとおり承認・可決されました。

【主な決定事項】
報告
町長の専決処分事項報告
　軽易な事項は予め町長の権利で執行し、事項の施行結果（車両損傷事故）を報告。　 

条例
伊方町防災行政用無線局条例の一部を改正する条例制定
　八幡浜地区施設事務組合消防署所在地番の変更。
伊方町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例の一部を改正する条例制定
　人事院勧告及び愛媛県の特別職に準拠するための期末手当の引上げ。



（ 3 ）

伊方町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定　
　人事院勧告及び愛媛県の特別職に準拠するための期末手当の引上げ。
伊方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定　
　人事院及び愛媛県人事委員会勧告による給料表の改定、期末勤勉手当及び通勤手当の引上げ。
伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定
　人事院及び愛媛県人事委員会勧告による給料表の改定、期末勤勉手当及び通勤手当の引上げ。
伊方町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例制定
　宿泊料の増額。　　
伊方町税条例の一部を改正する条例制定　　
　固定資産税の納期前納付報奨金の廃止。
伊方町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定
　保険税率を県が示す標準保険税率（３方式）に近づける改正。
伊方町立学校設置条例の一部を改正する条例制定
　九町小学校の閉校。
伊方町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定
　令和８年度から全国の自治体で実施される乳児等通園支援事業に伴う設備及び運営に関する基準の
整備。
伊方町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例制定
　令和８年度から全国の自治体で実施される乳児等通園支援事業に伴う運営に関する基準の整備。
伊方町税条例の特例に関する条例を廃止する条例制定
　普通徴収に係る個人町民税及び固定資産税の納期を10期から４期へ変更。

補正予算
� （単位：千円）

会計名 補正額 補正後
一般会計補正予算（第５号）　  △61,900 12,260,870

国民健康保険特別会計補正予算（第２号）� 事業勘定　　　　
� 直営診療施設勘定

27,404
△4,596

1,491,674
 454,425 

後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第２号） △3,254  197,723

介護保険特別会計補正予算（第３号）� 保険事業勘定　　　　
� 介護サービス事業勘定

△158,213
 1,797

1,430,334
16,033 

水道事業会計補正予算（第３号）� 収益的支出
� 資本的支出

 151
1,207

431,143
241,374 

下水道事業会計補正予算（第３号）� 収益的支出
� 資本的支出

 2,117
△2,261

409,549
202,622 

一般会計補正予算（第６号）  7,985 12,268,855

一般会計補正予算（第５号）
小中浦老人憩の家解体工事
　施設の老朽化が著しく、隣接する住宅や通行人への安全性に影響を及ぼす恐れがあるため解体。
児童待合所整備工事
　九町小学校の閉校及び既設待合所の老朽化に伴い、スクールバス待合所を整備。
　　（予算内訳）　九町児童待合所新設工事　　１，８９２千円 
　　　　　　　　伊方越児童待合所改修工事　１，６７２千円
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阿
部 

孝
志 

議
員

質問の全文は
ＱＲコードを
読み込んで、
確認できます

一　般　質　問

大
綱
１　

�

伊
方
町
に
お
け
る
移
住
促
進

に
つ
い
て

問
　

全
国
的
に
「
地
方
へ
の
移
住
」
や
「
二

拠
点
居
住
」
の
動
き
が
広
が
っ
て
お
り 

地
方
で
の
暮
ら
し
が
現
実
的
な
選
択
肢
と
な
り
つ

つ
あ
る
。

　

伊
方
町
は
自
然
資
源
に
恵
ま
れ
、
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
や
農
業
、
漁
業
、
観
光
な
ど
、
地
域
の

特
色
を
活
か
し
た
新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
実

現
が
可
能
な
地
域
で
も
あ
る
。
地
方
へ
の
移
住
促

進
は
、
人
口
減
少
対
策
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
未

来
を
築
く
重
要
な
施
策
と
考
え
る
。

　

１　

本
町
に
お
け
る
近
年
の
移
住
・
定
住
の
状

況
、
移
住
者
数
や
相
談
件
数
の
推
移
に
つ
い
て
。

　

２　

移
住
支
援
制
度
の
実
施
状
況
と
課
題
に
つ

い
て
。

　

３　

移
住
を
阻
む
要
因
は
、
①
仕
事
が
見
つ
か

ら
な
い
、
②
住
ま
い
が
確
保
し
に
く
い
、
③
地

域
に
馴
染
み
に
く
い
の
3
つ
で
あ
る
。
特
に
若
年

層
・
子
育
て
世
代
が
住
み
た
い
と
感
じ
る
た
め
に

は
ど
の
部
分
に
最
も
力
を
入
れ
る
べ
き
か
。

答
１　

移
住
者
数
は
令
和
４
年
度
12
人
、
令

和
５
年
度
８
人
、
令
和
６
年
度
５
人
だ
が 

議会運営委員会の閉会中の継続調査　
議会改革特別委員会の閉会中の継続調査　
観光事業対策特別委員会の閉会中の継続調査

原子力発電対策特別委員会の閉会中の継続調査　
公共施設環境改善対策特別委員会の閉会中の継続調査

一般会計補正予算（第６号）
亀ヶ池温泉送迎バス購入事業補助金
　亀ヶ池温泉の経営健全化と町民の健康と福祉の増進を図り、
あわせて地域振興と地域間交流を促進することを目的に町内
外から更なる誘客を目指すための送迎バス購入経費支援。
事業内容　マイクロバス（28人乗り）　１台
所有者　　亀ヶ池温泉指定管理者（佐田岬マネジメント）

請負契約　
伊方町庁舎改修工事請負契約の変更締結　　　
　契約の相手方　有限会社宇都宮組	 変更理由　事業量変更による増額
　変更前　　９０，９７０，０００円　　→	 変更後　　９３，３１６，０００円
伊方町地域振興センター空調設備改修工事請負契約の変更締結　
　契約の相手方　伊方電気工事株式会社	 変更理由　事業量変更による増額
　変更前　　５５，０００，０００円　　→	 変更後　　６２，７９６，０００円
四ツ浜（川之浜）漁港防波堤改良工事（その１）請負契約の変更締結　
　契約の相手方　藤川建設有限会社	 変更理由　事業量変更による増額
　変更前　　５８，５２０，０００円　　→	 変更後　　５９，９８０，０００円　　

その他
伊方町集会所の指定管理者の指定　
　施設の名称及び所在地　大浜集会所（伊方町大浜417番地）ほか46集会所　　　
　指定管理者　大浜地区区長ほか46名　
　指定期間　　令和８年４月１日～令和13年３月31日
伊方スポーツセンターの指定管理者の指定
　施設の名称及び所在地　伊方スポーツセンター（伊方町湊浦803番地１）
　指定管理者　伊方サービス株式会社　　
　指定期間　令和８年４月１日～令和13年３月31日
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加
藤 

智
明 

議
員

質問の全文は
ＱＲコードを
読み込んで、
確認できます

一　般　質　問

大
綱
１　

�

町
道
・
県
道
の
雑
草
、
雑
木

及
び
業
務
体
制
に
つ
い
て

問
　

町
道
・
県
道
の
管
理
に
お
け
る
草
刈
り

作
業
は
、
安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
の
維

持
の
他
、
景
観
維
持
、
更
に
は
地
域
の
防
災
・
減

災
に
も
関
連
す
る
重
要
な
業
務
。
三
崎
の
港
か
ら

灯
台
へ
向
け
て
の
県
道
・
町
道
に
お
い
て
は
、
雑

草
に
よ
っ
て
道
路
の
幅
員
が
実
質
的
に
狭
ま
る
と

と
も
に
視
界
も
悪
く
な
る
。　

　

草
刈
り
業
務
の
安
全
性
確
保
と
効
率
化
に
向
け

た
取
り
組
み
に
つ
い
て
。

　
１　
清
掃
作
業
員
の
３
名
体
制
は
適
正
か
。

　

２　

三
崎
港
か
ら
灯
台
ま
で
の
県
道
の
草
刈
作

業
は
、
年
に
1
度
の
作
業
で
は
対
応
し
き
れ
て
い

な
い
箇
所
が
多
い
。
県
に
対
す
る
作
業
回
数
増
の

要
望
は
。　

　

３　

人
材
確
保
が
年
々
難
し
く
な
る
が
、
路
面

清
掃
車
・
除
草
作
業
車
両
の
導
入
の
考
え
は
。

答
　

１　

平
成
21
年
の
設
置
当
時
か
ら
、
道

路
作
業
チ
ー
ム
は
旧
町
の
地
域
ご
と
に
１

チ
ー
ム
３
名
の
３
チ
ー
ム
合
計
９
名
、
公
園
作
業

転
入
者
数
全
体
は
、
令
和
４
年
度
２
１
５
人
、
令

和
５
年
度
２
４
４
人
、
令
和
６
年
度
２
１
２
人
。

相
談
件
数
は
、
令
和
４
年
度
37
件
、
令
和
５
年
度

32
件
、
令
和
６
年
度
68
件
。

　

２　

国
や
県
が
都
市
圏
で
開
催
す
る
移
住
フ
ェ

ア
へ
の
参
加
や
移
住
者
が
住
宅
改
修
を
行
う
場
合

の
支
援
金
な
ど
の
他
、
定
住
促
進
奨
励
金
や
奨
学

金
返
還
支
援
金
、
結
婚
・
出
産
祝
い
金
、
こ
ど
も

医
療
費
助
成
な
ど
、
様
々
な
角
度
か
ら
、
移
住
者

支
援
だ
け
で
な
く
、
町
内
か
ら
の
転
出
抑
制
策
を

展
開
し
て
い
る
。
課
題
は
、
町
が
行
う
支
援
制
度

が
ま
だ
ま
だ
充
分
に
は
認
知
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

３　
「
仕
事
」
は
、
町
内
企
業
と
の
連
携
に
よ
る

若
年
層
向
け
の
就
業
や
イ
ン
タ
ー
ン
の
斡
旋
、
テ

レ
ワ
ー
ク
等
の
柔
軟
な
働
き
方
の
導
入
促
進
、
起

業
支
援
の
拡
充
。「
住
宅
」
は
、
空
き
家
調
査
の
更

な
る
促
進
と
町
内
不
動
産
業
者
と
の
連
携
。

　

ま
た
、
町
有
施
設
の
民
間
活
用
提
案
の
取
り
組

み
を
継
続
し
、
産
業
と
雇
用
の
創
出
及
び
住
宅
の

確
保
。「
地
域
と
の
共
生
」
は
、
公
共
交
通
を
は
じ

め
と
す
る
生
活
の
利
便
性
向
上
と
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
交
流
機
会
の
充
実
、
ま
た
、
子
育
て
世
帯

に
特
化
し
た
保
育
・
教
育
環
境
の
充
実
、
学
校
地

域
と
の
連
携
を
深
め
る
と
と
も
に
、
移
住
者
と
地

元
住
民
が
自
然
に
交
流
で
き
る
場
づ
く
り
を
役
場

だ
け
で
な
く
、
地
域
と
の
協
働
に
よ
り
考
え
て
い

く
。

　

い
ず
れ
も
大
変
重
要
で
あ
る
た
め
、
優
先
順
位

を
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
総
合
的
に
事
業
展
開
す

る
必
要
が
あ
る
。
最
近
は
、
都
市
部
と
地
方
の
利

点
を
組
み
合
わ
せ
た
「
二
地
域
居
住
」
に
注
目
し

て
お
り
、
今
後
、
国
の
制
度
の
動
向
を
見
据
え
な

が
ら
、
関
係
人
口
の
増
加
に
努
め
た
い
。�

（
町
長
）

チ
ー
ム
は
町
内
に
１
チ
ー
ム
合
計
３
名
と
要
綱
に

定
め
運
営
し
て
い
る
。
ま
た
、
繁
忙
期
等
に
は
必

要
に
応
じ
、
旧
町
を
超
え
て
作
業
員
の
範
囲
を
拡

大
す
る
な
ど
、
作
業
の
効
率
化
と
円
滑
化
及
び
快

適
な
生
活
環
境
の
維
持
に
努
め
て
お
り
、
現
時
点

で
は
、
こ
の
体
制
で
作
業
を
進
め
た
い
。

　

２　

県
に
対
し
て
、
草
刈
り
の
回
数
に
関
す
る

要
望
は
特
に
行
っ
て
い
な
い
。
雑
草
な
ど
が
、
交

通
の
安
全
性
や
見
通
し
の
確
保
に
影
響
を
及
ぼ
す

場
合
は
、
実
施
可
能
な
範
囲
で
対
応
し
て
い
た
だ

い
て
い
る
。
今
後
、
住
民
の
皆
様
か
ら
の
ご
意
見

や
現
地
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
適
宜
県
へ
情
報
提

供
を
行
い
、
交
通
の
安
全
確
保
に
つ
い
て
要
望
し

た
い
。　

　

３　

路
面
清
掃
車
や
除
草
作
業
車
両
の
効
果
は

十
分
に
認
識
し
て
い
る
が
、
導
入
に
係
る
様
々
な

要
素
を
総
合
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
現
在 

公
園
作
業
チ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
広
範
囲
な
平
地

で
の
作
業
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、
自
走
式
草
刈

機
を
２
台
導
入
し
作
業
を
進
め
て
い
る
が
、
道
路

作
業
チ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
経
費
の
問
題
や
専
門

の
人
員
確
保
、
町
内
の
道
路
事
情
や
作
業
量
な
ど

を
踏
ま
え
る
と
、
現
時
点
で
専
用
車
両
等
の
導
入

に
踏
み
切
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。　

　

行
政
主
導
の
道
路
の
除
草
に
は
限
界
が
あ
る
た

め
、
令
和
４
年
か
ら
町
と
地
域
住
民
及
び
地
元
企

業
等
が
連
携
し
、
町
が
有
償
に
よ
り
除
草
作
業
を

委
託
す
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
お
り
、
住
民
の
皆

様
の
ご
協
力
も
い
た
だ
き
な
が
ら
、
可
能
な
範
囲

で
環
境
美
化
と
交
通
の
安
全
確
保
に
努
め
た
い
。

�

（
町
長
）
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四
国
四
県
54
町
村
か
ら
、
約
４
６
０
人
が
参

加
し
、
政
治
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
元
日
本
テ
レ

ビ
解
説
委
員
青
山
和
弘
先
生
の
「
ど
う
な
る
日

本
の
政
治
」、
元
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
三
宅

民
夫
先
生
の
「
混
迷
の
時
代
に
『
幸
せ
の
言
葉

術
』
の
す
す
め
～
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
人
生
で
学
ん

だ
知
恵
～
」
と
題
し
、
お
二
人
の
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

青
山
先
生
は
、
政
治
と
金
“
裏
金
問
題
”
企
業
団
体
献
金
、
歴
史
認
識
・
靖

国
問
題
、
外
国
人
と
の
共
生
、
副
首
都
構
成
に
つ
い
て
と
話
が
始
ま
り
、
与
野

党
の
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
講
演
が
突
入
し
ま
し
た
。
野
党
と
の
交
渉
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
イ
プ
役
が
人
脈
を
使
い
国
民
民
主
党
と
は
麻
生
氏
が
ガ
ソ
リ

ン
税
・
年
収
の
壁
に
つ
い
て
、
日
本
維
新
の
会
と
は
萩
生
田
氏
が
副
首
都
構
想
・

社
会
保
障
改
革
に
つ
い
て
、
立
憲
民
主
党
と
は
松
下
政
経
塾
繋
が
り
で
給
付
付

き
税
額
控
除
・
政
治
と
カ
ネ
に
つ
い
て
と
盛
り
だ
く
さ
ん
の
内
容
に
一
挙
に
話
に

吸
い
込
ま
れ
、
最
後
に
、
予
想
さ
れ
る
今
後
の
日
程
も
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し

た
。
国
会
議
員
の
過
密
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
改
め
て
驚
か
さ
れ
ま
し
た
が
、
健
康

あ
っ
て
の
物
種
、
ど
う
か
元
気
で
日
本
の
舵
取
り
を
や
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願

う
ば
か
り
で
す
。

　

三
宅
先
生
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
入
社
さ
れ
た
経
緯
や
関
わ
っ
た
番
組
の
紹
介
か
ら

講
演
に
入
り
、
私
で
も
知
っ
て
い
る
番
組
が
次
々
と
出
て
き
て
懐
か
し
く
感
じ
な

が
ら
、
分
か
り
や
す
い
言
葉
に
あ
っ
と
い
う
間
に
時
間
が
経
ち
ま
し
た
。
54
歳

で
大
病
を
患
っ
た
時
に
、
先
輩
に
「
悪
け
れ
ば
手
術
は
し
な
い
は
ず
」「
１
年
２

年
の
ブ
ラ
ン
ク
は
何
で
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
勇
気
づ
け
ら
れ
た
り
、
言
葉
の
チ
カ

ラ
と
は
「
明
日
へ
の
励
ま
し
」「
心
と
命
の
支
え
」

に
な
る
と
も
言
わ
れ
、
不
安
孤
独
の
世
に
、
言
葉

に
は
相
手
と
繋
が
り
、
安
心
や
幸
せ
を
届
け
元
気

づ
け
る
チ
カ
ラ
が
あ
る
と
も
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ

の
ツ
ボ
は
相
手
を
否
定
し
な
い
、
相
手
を
思
う
心

の
余
裕
が
必
要
と
も
力
説
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
研
修
は
、
身
近
で
分
か
り
や
す
く
非
常

に
良
い
研
修
で
し
た
。

　　研修レポート　−第２回町議会議員研修会−

木嶋 英幸 議員

　

令
和
７
年
10
月
８
日
、１
泊
２
日
の
日
程
で

「
第
２
回
町
議
会
議
員
研
修
会
」
及
び
県
内
視

察
研
修
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

初
日
の
町
議
会
議
員
研
修
会
は
Ａ
Ｎ
Ａ
ク

ラ
ウ
ン
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
で
開
催
さ
れ
、
第
一

部
で
は
政
治
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
青
山
和
弘
氏

に
よ
る
「
ど
う
な
る
日
本
の
政
治
」、
第
二
部
で
は
元
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

三
宅
民
夫
氏
に
よ
る
「
混
迷
の
時
代
に
『
幸
せ
言
葉
術
』
の
す
す
め
」
と
題
さ

れ
た
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
特
に
第
一
部
の
青
山
氏
の
講
演
で
は
、
10
月
４

日
に
実
施
さ
れ
た
自
民
党
総
裁
選
の
メ
デ
ィ
ア
で
は
話
せ
な
い
舞
台
裏
に
つ
い

て
話
さ
れ
、
高
市
新
総
裁
誕
生
秘
話
を
興
味
深
く
聴
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

２
日
目
の
県
内
視
察
研
修
で
は
、
ま
ず
松
山
市
下
難
波
地
区
に
訪
れ
、「
次

世
代
か
ん
き
つ
整
備
園
強
化
事
業
」
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
実
際
に
整
備
園

地
を
見
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
担
当
者
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。
大
規
模
か
つ

整
然
と
園
地
整
備
さ
れ
、
か
つ
ス
マ
ー
ト
農
業
機
械
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
、
園
地
管
理
や
農
作
業
の
省
力
化
・
効
率
化
、
更
に
は
、
デ
ー
タ
に
基
づ
く

作
業
の
最
適
化
が
図
ら
れ
て
お
り
、
今
後
の
農
業
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
く
う

え
で
大
変
参
考
に
な
り
ま
し
た
。
次
に
、
伊
予
市
に
あ
る
栽
培
資
源
研
究
所

（
水
産
関
係
）
を
訪
れ
、
こ
れ
か
ら
の
水
産
業
に
対
応
し
た
新
技
術
の
開
発
や

調
査
研
究
に
つ
い
て
担
当
者
よ
り
説
明
を
受
け
ま
し
た
。
漁
場
の
環
境
調
査
や

資
源
調
査
（
漁
獲
状
況
や
放
流
効
果
）、
新
養
殖
魚
種
の
開
発
、
藻
場
造
成
試

験
、
種
苗
生
産
な
ど
、
愛
媛
県
の
漁
業
を
守
り
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
の
様
々

な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
と
て
も
勉
強
に
な
り
ま
し
た

し
、
海
水
温
の
上
昇
な
ど
で
刻
々
と
変
化
し
て

い
く
海
の
状
況
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に
、
た

ゆ
ま
ぬ
研
究
努
力
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
感
銘

を
受
け
ま
し
た
。

　

今
回
の
研
修
も
有
意
義
な
も
の
と
な
り
ま
し

た
。
今
後
、
研
修
で
学
ん
だ
こ
と
を
参
考
に
し

な
が
ら
、
少
し
で
も
伊
方
町
の
政
策
に
反
映
さ

せ
、
一
次
産
業
の
維
持
・
発
展
に
繋
げ
て
い
け

た
ら
と
思
い
ま
す
。

高月 芳人 議員
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委員会（協議会）報告
月　日 委員会（協議会） 概　　要

11月５日 議 員 全 員 協 議 会 １．議員の交通事故について

11月７日 議 会 運 営 委 員 会 １．第67回臨時会の運営について

11月14日 議 員 全 員 協 議 会 １．三崎分署移転工事の進捗状況について
２．災害用トイレコンテナの取得について

11月25日 議 会 運 営 委 員 会 １．第83回定例会の運営について

12月２日 議 員 全 員 協 議 会

１．はしご自動車の共同運用について
２．八幡浜地区施設事務組合介護サービス事業経営戦略につ

いて
３．伊方町庁舎改修工事請負契約の変更締結について
４．八幡浜地区施設事務組合火災予防条例の改正について
５．伊方町第３次総合計画（基本構想）素案について
６．伊方町過疎地域持続的発展計画素案について
７．伊方町地域公共交通の状況について
８．地域活性化起業人制度を活用した人材の受入れについて
９．町税の納期及び前納報奨金制度の見直しについて
10．伊方町国民健康保険税の税率改定について
11．小中浦老人憩の家について
12．伊方町地域振興センター空調設備改修工事請負契約の変

更締結について
13．四ツ浜（川之浜）漁港防波堤改良工事（その１）請負契

約の変更締結について
14．伊方町集会所の指定管理者の指定について
15．伊方スポーツセンターの指定管理者の指定について
16．条例の制定等について
17．令和７年度伊方町一般会計補正予算（第５号）概要

12月10日
議 会 運 営 委 員 会 １．第83回定例会の運営について

議 員 全 員 協 議 会 １．令和７年度伊方町一般会計補正予算（第６号）概要

11月� ３日 伊方町合併20周年記念式典・名誉町民証授与式

� ４日 八幡浜地区施設事務組合議会臨時会（八幡浜市）
松野町制70周年記念式典（松野町）

� ９日 佐田岬マラソン2025

� 10～11日 全国原子力発電所所在市町村協議会全体会議（東京都）

　� 11～12日 町村議会議長全国大会（東京都）　

議長の動き（主な内容）
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３月号
Vol.83

11月�18～19日 全国原子力発電所立地市町村議会議長会役員会（東京都）　

� 29日 宇和島市合併20周年記念式典（宇和島市）

12月�23～24日 県町村議会議長会第２回全員協議会（松山市）　

１月� ３日 はたちを祝う会（副議長代理出席）　

� ８～９日 県町村議会議長会議長研修会（千葉県）

� 16～17日 関東伊方ふるさと会（東京都）　

� 30日 行政と伊方町商工会役職員との懇談会（副議長代理出席）

令和７年 11 月９日　佐田岬マラソン 2025令和７年 11 月９日　佐田岬マラソン 2025

令和８年１月３日　はたちを祝う会令和８年１月３日　はたちを祝う会

伊方地域

瀬戸・三崎
地域


